


 
 
 

 

 

 

          欧米諸国の労働市場サービス 
 -英・独・蘭・仏・米の労働力需給調整システムの課題と展望- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プロジェクトの目的 
 本プロジェクトの目的は、日本における労働力需給調整システムの将来的な方向性を展

望することにある。 

 労働市場における需給調整機能の担い手は、公共職業紹介所などの公的機関と、民間職

業紹介所、労働者派遣事業所などの民間事業者に大別される。アメリカやイギリスでは、

比較的古くから民間事業者の活動が広範に認められていたが、近年になって、ヨーロッパ

の主要先進国においても、同様の動きが見られるようになった。失業者の増加という共通

の課題を抱えた国々が、民間事業者が果たす役割に注目し、それまでの職業紹介の国家独

占という考え方を半ば放棄し始めたからだ。 

 そこで、本報告書では、主要先進国における労働市場の現状と政策の特徴、公的機関と

民間事業者の活動に関する規制を概観したうえで、両者の現状や変化についてレポートし

ている。それらの事実を押さえることで、日本の労働力需給調整システムのあり方を展望

した。 
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 雇用は生産の派生需要であるといわれる。生産量の増加

が労働力への需要を生み、雇用を創出する。また、新しい

財やサービス、技術革新が需要を喚起し、衰退分野から成

長分野へと生産量の比重が変化することで労働移動が起き

る。その反面、景気後退期には雇用が喪失し、失業者が増

加する。国の雇用政策は、つまり経済政策の一側面である

といえる。 

 それでは、各国が講じる雇用政策はみな同じかと問われ

れば、必ずしもそうではない。当然のことながら経済状態

や社会環境はそれぞれに異なり、労働市場もまた固有のも

のであるからだ。 

 2000年の秋から、プロジェクトは雇用政策、なかでも労

働市場の需給調整に関わる公的機関と民間事業者の役割に

焦点を当て、文献調査と取材調査により各国の差異や共通

点を明らかにしようと試みた。ここ数年、多くの国で労働

市場に関する規制緩和が進んでおり、その背景や成果を確

かめておきたかったからである。 

 そして、それぞれに異なる政策決定が行われるときに、

そこに生じる変化に基づいて、日本におけるベストプラク

ティスは何かを探りたいと考えた。労働市場の態様が異な

る以上、万国共通の処方箋はないとはいえ、どのような政

策がどのような結果をもたらしたのかを把握することによ

って、上記の主題に迫ることは可能だろう。 

 

1. 変化する公的機関の機能 
 

 さて、このリサーチプロジェクトによって得られた知見

は以下の通りである。 

 第 1 に、依然として公的機関が労働力需給調整機能の重

要な担い手ではあるものの、公共職業紹介所の組織の改編

が進んでおり、国の関与の度合いや手法が多様化してきて

いる。 

 たとえばオランダでは、職業紹介と失業給付といった基

本的なサービスのみを公的機関が担い、長期失業者の再就

職支援や職業訓練は民営化される企業や財団へ移管する作

業の途上にある。 

 フランスではすでに、公共職業紹介所は独立行政法人に

移行しており、その運営には労働組合と使用者団体が関わ

っている。また、予算の 2／3 を国が、1／3 を労使が負担

するという財政的な措置も講じられた。 

 もっとも、失業率が低く、民間事業者の活動を広範に認

めているオランダがむしろ、競争原理を導入することによ

って効率性や成果を追求しようとしているのに対して、失

業率が相対的に高く規制緩和に消極的なフランスは、国や

労使が積極的かつ機動的に職業紹介を行うことを目的とし

ている点で異なっている。 

 第2に、失業率が高止まりしているヨーロッパ諸国では、

若年層や長期失業者など就職困難者の就業対策が急務とな

っているが、これらの対策において、民間事業者を活用し

た取り組みが成果をあげつつある。 

 イギリスにおいては、特に失業率の高い地域を指定し、

就業対策を民間企業に委ねている。入札制度によって効果

的なプランを実施する事業者を選定し、しかも、国は費用

の一部を進捗段階に応じて支払い、実際に就業できた後に

成功報酬を支給するといったインセンティブ制をしいてい

る。取材した受託事業者 2 社は、長期失業者などの就職困

難者を対象にサービスを提供し、初年度でそれぞれ6,300 

人、4,000人以上の就業を実現させている。しかも、困難な

ミッションながら、両社とも単年度で利益をあげることに

成功した。 

またアメリカでは、マサチューセッツ州において、一部

のワンストップセンターが民間事業者や非営利団体の手で

運営されている。基本的なサービスである職業紹介は無料

であるものの、カウンセリングやレジュメの評価などの付

加的なサービスが有料で提供されており、求職者の多様な

ニーズに応える体制が整っている。 

ウィスコンシン州においても失業給付や職業訓練等を民

間に競争入札させている。また、新たな試みとして IT教育 
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を民間のジョブボード企業に委託することを試みるなど更

に民間委託を進めている。第 3 に、公的機関と民間事業者

それぞれによるジョブボードが活発に展開されている。公

共職業紹介所は、2002年度からインターネットによる情報

提供を開始するオランダと、電話による情報提供を充実さ

せているイギリスを除けば、ウェブサイトに求人情報のみ

ならず求人企業の連絡先まで載せている。求職者が自ら情

報を収集し、応募できる手段を設けることによって、援助

が必要な求職者により特化したサービスを提供することが

共通の目的だ。また、ドイツやアメリカでは、公共職業紹

介所に登録した求職者を求人企業が検索できる機能も設け

ていて、ドイツでは個人名を伏せて、アメリカでは登録し

た企業に限って、それぞれサービスを提供している。しか

しながら、アクセス件数は各国とも把握しているものの、

一体何人が「セルフサービス」で仕事に就くことができた

のかは捕捉していない。このため、どの程度の成果があが

っているのかは見当がつかない。 

 なお、民間事業者のウェブサイトは、情報量において公

共職業紹介所のそれに見劣りするが、提供するサービスの

種類や機能では優れたものが多い。また、民間の

“careerbuilder”から、公的機関が運営する“America’s Job 

Bank”の求人情報が検索できるようになっているなど、民

間事業者と公的機関との連携が進んでいるケースもあった。 

 
2. ばらつきが大きい民間事業者の役割 

 

第 4 に、雇用における派遣就業の積極的な役割が認識さ

れ、規制緩和などを背景として派遣労働者が増加傾向にあ

る。 

 ほとんど規制の存在しないアメリカにおいては、エント

リーレベルの労働者が派遣就業で経験を積むことによって

正規就業のチャンスをつかんでいるケースが少なくない。

ヨーロッパにおいても、高止まりする失業率を背景に派遣

就業の効用が注目され、派遣事業者の参入を促すことによ

って雇用機会を確保する政策が取られてきた。 

 イギリスは94 年に、オランダは98 年にそれぞれ許可制

を廃止し、ドイツは94 年と97 年に派遣期間の延長を行っ

た。逆に、フランスでは90年に労働協約などを受けて規制

が強化されたが、これは、派遣労働者の活用を前提におい

て、労働条件などに関する基準を決めたという意味合いが

強い。ちなみに、各国とも職種に関する制限は極めて緩や

かである。 

 CIETTの調査によれば、雇用者にしめる派遣労働者の比

率は98年にオランダ4.5％、イギリス3.2％、フランス2.5％、

ドイツ 0.6％だったが、これが 2010 年にはそれぞれ 6.2％、

4.2％、4.2％、3.8％に増加すると予測されている。 

 第 5 に、入職経路にしめる民間職業紹介事業のシェアに

は、かなり大きなばらつきがみられる。アメリカ 7％、イ

ギリス 5％、オランダは派遣事業を含めて 12％であるのに

対して、ドイツは2％、フランス1％、そして日本でも1％

程度に過ぎない。これらの差は、おもに職業紹介事業に関

する規制の強弱によって生じていると考えられる。 

 つまり、もとより規制の緩やかなアメリカは別としても、

90年代の前半に大幅な規制緩和を実現したイギリスやオラ

ンダと、90年代の半ば以降に規制を緩和したドイツや日本、

そして、いまだに原則として民間の職業紹介事業を認めて

いないフランスとでは、結果に大きな開きが出るのは当然

といえる。 

 民間事業者が職業紹介機能を担うことの成否を一様に判

断することは困難だが、仮に、これを事業者の売上高で計

るとすれば、アメリカが約 1 兆 8,000 億円、イギリスは約

2,900 億円、そして日本では約 900 億円ということになる。

労働市場の規模の違いを除いても、労働移動を支える機能

には大きな格差が認められる。ある意味では、この売上高

に相当する分だけ、国はコストを節約しているといった考

え方も成り立ちうるだろう。 
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3. スピードが求められる 
   需給調整システムのデザイン変更  

 

それでは、以上の事実は、日本における労働力需給調整 
機能のあり方にどのような示唆を与えるのだろうか。 

 実のところ、少なくとも求人登録が企業に義務づけられ

ているフランスを除いて、入職経路シェアが最も高いのは

求人広告や直接応募、従業員の紹介などであって、公共や

民間の職業紹介、派遣ではない。しかし、求人広告や直接

応募といった手段だけで労働移動が実現している国もない。

求職者の属性や状態が異なる以上、職に就くための手法は

多様化せざるを得ない。 

 そこで、労働市場にどのような手段を整備し、それらの

機能をどのように発揮させていくのかといった戦略が政策

に求められることになる。 

 大別すると、2つのオプションが考えられる。1つは、フ

ランスのように、国や地方自治体、労使などのNPOが職業

紹介機能のほぼすべてを担い、一部の求人広告や派遣を民

間事業者に委ねる方法である。労働協約など労使の合意に

よって様々な社会制度を決定し、運営するといった慣行か

ら、労働力の需給調整は自ら行うといった考え方が確立し

たフランスらしいシステムといえる。今後2年間で3000人

の職員を新たに採用し、「2010年には完全雇用を実現する」

とのANPEの責任者の発言は､自信と自負に満ち溢れていた。 

 そして、もう 1 つのオプションが、国が担うべき領域を

絞り込み、他は民間事業者に委ねるといった方法である。

援助が必要な求職者は少なくないが、そのような求職者で

あっても、国が関与する必要があるとは限らない。民間事

業者の機能が十分に発揮されるような環境が整備されれば、

公的機関と民間事業者がともにスムーズな労働移動や就業 

機会の拡大といった役割を果たすことは可能である。職業

紹介や派遣に関する事業規制を大胆に緩和し、競争を促進

することによって、労働市場の機能強化や自律的な管理が

期待できる。 

取材調査を通じて実感したことは、おそらく、いずれの

国においても、民間事業者の機能の活用を政策に織り込む 

ことが、今後ますます避けられなくなるだろうということ

だ。民間事業者の活用の巧拙によって、労働市場のパフォ

ーマンスに差がつくといってもいい。 

 なぜなら、社会環境の変化のスピードが速く大きいため

に、これに見合う需給調整システムを構築できなければ、

失業の増加、人的資本の損耗、ひいては国の競争力の低下

という事態を招くからだ。労働市場の変化にキャッチアッ

プし、成長産業への労働移動を支援し、ニーズに合致した

職業訓練を提供できるのは、経済合理性に基づいて事業活

動を行う民間事業者に他ならない。国が需給調整のすべて

を管理しようとすれば、そのコストはそれこそ膨大なもの

になるだろう。 

各国の担当者の発言にも、民間事業者の役割が拡大する

といった方向性を支持する意見が多かったが、問題は、こ

のようなシステムの変革が、どれくらいのスピードで実現

できるかである。 

 たとえば、規制を緩和しても、その効果が市場に現れる

までには相応の時間がかかる。経済が疲弊してから手を打

つようなことになれば、民間事業者の体力も衰え、機能が

十分に発揮されない懸念もある。 

 また、派遣就業やパートタイム労働といったワークスタ

イルの多様化は、社会的な合意やエートスの変化が伴って

実現する。それだけに、雇用形態による格差ではなく、仕

事の成果や能力が公正に評価されるような規範の確立が必

要となる。 

 政策的な関与が必要であるとしても、民間事業者のフェ

アな活動によって労働市場が健全に機能し、賃金などの労

働条件や処遇が調整されるシステムを形成していくことが、

主要国の、そして日本にとっての目標といえるのではない

だろうか。 
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